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諮問番号：平成２４年（情）諮問第３号

平成２４年（情）諮問第４号

事 件 名：生活保護における就労支援（生業扶助の支給）に係る会計検査の結

果を受けて、会計検査院が内閣総理大臣等に対して発送した公表し

ていない行政内部の勧告文書の不開示決定（不存在）に関する件

生活保護における就労支援（生業扶助の支給）に係る会計検査の結

果を受けて、会計検査院が会計検査院法第３６条の規定に基づき作

成した文書の開示決定に関する件

諮 問 日：平成２４年１２月２０日

答申番号：答申（情）第５８号（平成２４年（情）諮問第３号）

答申（情）第５９号（平成２４年（情）諮問第４号）

答 申 日：平成２６年 ６月３０日

答申書

第１ 審査会の結論

１ 平成２４年（情）諮問第３号関係

平成２４年１０月２０日及び２１日の新聞に掲載された生活保護におけ

る就労支援（生業扶助の支給）に係る会計検査の結果を受けて、会計検査

院が内閣総理大臣又は厚生労働大臣に対して発送した公表していない行政

内部の勧告文書（以下「３号請求文書」という ）に対する開示請求（以。

下「３号開示請求」という ）につき、不存在を理由に不開示とした決定。

は妥当である。

２ 平成２４年（情）諮問第４号関係

２４年１０月２０日及び２１日の新聞に掲載された生活保護における就

労支援（生業扶助の支給）に係る会計検査の結果を受けて、会計検査院が

会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第３６条の規定に基づき作成し

た文書（以下「４号請求文書」という ）に対する開示請求（以下「４号。

開示請求」という ）につき、同条の規定に基づく処置要求「生活保護に。

おける就労支援（生業扶助の支給）について （２４年１０月１９日付け」

） （ 「 」 。）厚生労働大臣宛ての公文書 の全文の写し 以下 ４号対象文書 という

を特定して開示した決定は妥当である。

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 平、 （
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成１１年法律第４２号。以下「情報公開法」という ）第３条の規定に基。

づく開示請求に対し、処分庁である会計検査院事務総長が２４年１１月２

６日付け２４０普第３１２号により行った不開示決定 不存在 以下 ３（ ）（ 「

号不開示決定」という ）及び同日付け２４０普第３１３号により行った。

全部開示決定（以下「４号全部開示決定」という ）について、その取消。

しを求めるというものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の主たる理由は、審査請求書等の記載に

よると、おおむね以下のとおりである。

(1) 審査請求書

ア 情報公開法によれば、行政文書の定義は「行政機関の職員が職務上

作成し、又は取得した文書」で、紙又は紙以外の媒体で「当該行政機

関が保有しているもの」としている。これが原則である。ただし、官

報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを

目的として発行されるものは除くとしている。

日本国憲法第９０条に基づく検査報告は、毎年、１１月に「検査報

」 、 「 」 、 。告 が ２月に 会計検査のあらまし が それぞれ出版されている

会計検査院は、情報公開法の趣旨に照らした処理を怠っている。４

号全部開示決定は、情報公開法に基づいた処分を行うべきではないの

に行ってしまっている。不当である。３号不開示決定で、審査請求人

が開示請求した文書の名称を「公表されていない勧告文書」としたの

は、情報公開法の行政文書の定義を前提としたものだからである。

イ 審査請求人は、当初、新聞で取り上げられた厚生労働省の生活保護

法（昭和２５年法律第１４４号）における生業扶助の技能修得費に関

する文書を求め、会計検査院に電話を架けて尋ねたが、厚生労働省か

ら取得した文書を含め、全て拒否され、結局、このような形になった

ものである。３号開示請求が間違いであれば保留すべきであり、この

ような不開示決定通知書（３号不開示決定）を送ってくること自体、

処分の無駄である。

(2) 意見書

ア ３号開示請求の請求内容は 「２０１２年（平成２４年）１０月２、

０日（土）～２１日（日）に、新聞（朝刊）紙上で記事となった生活

保護法における生業扶助の技能修得費での検査結果を受けて、会計検

査院が内閣総理大臣または厚生労働大臣に対して行なった公表されて

いない行政内部の勧告文書 」である。これで、不開示とする理由が。
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どこにあるのか。例えば、次のように考えることはできないか。

「内閣総理大臣」の方は、憲法第９０条第１項に基づいて、会計検

査院が前年度決算の会計検査を行った後、行政文書としての「検査報

告」を内閣に対して送付する場合、必ず何らかの通知に付属された形

で送付されなければならない。同項の規定は、いわば、内閣と会計検

査院との契約とみなすことが可能である。会計検査院に、前年度決算

の会計検査を行い、内閣に提出する義務が債務として生じている片務

契約である。債務を完了したことを証明する文書が必ず存在する。ま

た 「厚生労働大臣」の方は、４号全部開示決定に係る開示の実施文、

、 、 、書をみると 頁の表示がなく 会計検査院長の公印が押されておらず

割り印もない 「会計検査のあらまし」によれば、審査請求人が着目。

した文書以外にも会計検査院法第３６条に基づき厚生労働省に対して

交付した意見書の類が存在していたはずである。それをまとめて、正

式な行政文書の通知に付属した形で、それらの意見書を送付したはず

である。

、 、 、イ ２５年６月中旬に 厚生労働省に対して開示請求を行い その結果

会計検査院の悪乗りが判明した。４号対象文書の原本である厚生労働

大臣宛ての公文書を見て呆れてしまった。厚生労働省から開示を受け

た文書には、会計検査院長の公印や割り印が存在する。諮問庁による

と、４号対象文書は、厚生労働大臣宛てに発遣された公文書の写しで

あり、行政文書として管理されているものと説明しているが、これは

虚偽だということが、はっきりと分かる。

ウ 会計検査院のホームページをみると、受取人名と差出人名を除き、

、 。４号対象文書と同一の内容のものが 公表資料として掲載されている

厳密にみれば、今回の会計検査院の対応は法律に照らして間違って

いないのかもしれないが、審査請求人は、同院の職員が審査請求人を

弄んだとみている。会計検査院は、あまりにも、良心的に職務を行っ

ていない。

地元図書館のインターネットで会計検査院のホームページをみた

ら、４号対象文書と同一の内容を確認できたし、県立図書館にある検

査報告をみたら、開示請求手数料３００円を支払うような価値はない

と思えてくる。

エ 「会計検査のあらまし」をみると、会計検査院長が内閣総理大臣に

対して検査報告を手渡している写真が掲載されているが、会計検査院

が内閣に対し、正式な文書なしで、このような要人２人を動かし写真
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を撮る訳がない。３号請求文書として、何らかの文書が存在する可能

性がある証拠である。また、繰り返しになるが、４号対象文書の原本

である厚生労働大臣宛ての公文書のみを無造作に厚生労働省に送ると

は到底思えない。

会計検査院の行為は、正当なものと判断されるかもしれないが、ど

こかが釈然としない。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 開示決定等の経緯

(1) ３号開示請求

審査請求人は ２４年１０月２７日付けで ３号開示請求として ２、 、 、「

０１２年 平成２４年 １０月２０日 土 ～２１日 日 に 新聞 朝（ ） （ ） （ ） 、 （

刊）紙上で記事となった生活保護法における生業扶助の技能修得費での

検査結果を受けて、会計検査院が内閣総理大臣または厚生労働大臣に対

して行なった公表されていない行政内部の勧告文書 」に対する開示請。

求を行った。

、 、 、 、これに対し 処分庁は 形式上の不備が存在しないものと認め また

３号開示請求の開示請求書に「請求者（申請者）の請求する行政文書が

存在していなければ、その不存在を文書として通知を行なって下さい。

行政手続ルール上、必ず受付を行ない、判断を下して下さい 」との記。

載があったため、この審査請求人の意向を踏まえ、２４年１０月２９日

付けで受付処理を行い、開示決定等の事務に着手した。

(2) ４号開示請求

審査請求人は、２４年１０月３０日付けで、処分庁に対し 「行政文、

書開示請求書補正の申し立て」と題する文書（以下「本件申立文書」と

いう ）を送付した。本件申立文書には 「請求する行政文書の名称等」。 、

「 （ ） （ ） （ ） 、欄に ２０１２年 平成２４年 １０月２０日 土 ～２１日 日 に

新聞（朝刊）紙上で記事となった生活保護法における生業扶助の技能修

得費での検査結果を受けて、会計検査院が会計検査院法第３６条に基づ

いて作製された行政文書 」と記載され、また 「その他」欄に「１０。 、

月２７日（土）に郵送を行なった行政文書開示請求書の補正の申し立て

です 」と記載されていた。。

これに対し、処分庁は、２４年１１月１日に、次のとおり、審査請求

人に電話にて説明を行った。

ア ３号開示請求は、既に開示決定等の事務に着手していること。

イ 法令上、開示請求書の補正は行政側が行うものであり、開示請求者
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である審査請求人が３号開示請求の開示請求書の補正を申し立てるこ

とはできないこと。

ウ 処分庁において本件申立文書を受理する場合は、新規の開示請求と

して取り扱うこととなり、その場合、開示請求手数料として、新たに

３００円分の収入印紙の納付が必要となること。

エ 新規の開示請求として本件申立文書を受理した場合、４号対象文書

を特定して開示決定を行う予定であるが、これと同様の文書が会計検

査院のホームページに掲載されているため、これにアクセスすれば開

示請求に係る手続を行わなくても閲覧等ができること。

オ 本件申立文書を新規の開示請求とはしない場合は、受付処理及び収

入印紙の消印手続を行わず、本件申立文書及び未消印の収入印紙を返

戻すること。

そして、処分庁は、２４年１１月２日付けで 「御連絡票」を審査請、

求人に送付することにより、上記の説明内容を再度伝達するとともに、

この「御連絡票」にて、同月１６日までに審査請求人から連絡がない場

合は、本件申立文書を新規の開示請求として受け付けることとし、その

、 「 」場合には 本件申立文書の表題を 行政文書開示請求書補正の申し立て

「 」 、「 」 「 （ ）から 行政文書開示請求書 に改め その他 欄の １０月２７日 土

に郵送を行なった行政文書開示請求書の補正の申し立てです 」との記。

載部分を削除し、また、字句の修正を行うなどの補正を行う旨を伝達し

た。

審査請求人は、前記の電話連絡後、新たな開示請求手数料３００円分

の収入印紙を処分庁宛てに送付した。

そして、処分庁は、２４年１１月２日に新たな開示請求手数料３００

円分の収入印紙が到達したことを受け、前記のとおり補正の上、本件申

立文書を新規の開示請求（４号開示請求）として受付処理を行い、開示

決定等の事務に着手した。

(3) ３号不開示決定

処分庁は、３号開示請求に対し、会計検査院には、行政内部において

勧告する権限がないことから、行政内部の勧告文書を作成又は保有する

ことはなく、仮に審査請求人が会計検査院法第３６条の規定による処置

要求を勧告と認識したものと解しても、本件処置要求「生活保護におけ

（ ） 」（ ）る就労支援 生業扶助の支給 について 厚生労働大臣宛ての公文書

は、３号開示請求の時点で既に公表されていたことから、３号請求文書

は存在しないと判断した。
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そして、処分庁は、３号請求文書を作成しておらず、保有していない

ため、２４年１１月２６日付けで不開示決定を行った。

(4) ４号全部開示決定

処分庁は、４号開示請求に対して４号対象文書を特定し、当該対象文

書には不開示とすべき部分が存在しないため、２４年１１月２６日付け

で全部開示決定を行った。

(5) 審査請求の提起

審査請求人は、２４年１１月２９日付けで、３号不開示決定及び４号

全部開示決定を不服として、それぞれ審査請求を提起した。

２ ３号不開示決定及び４号全部開示決定の妥当性に関する諮問庁の所見

(1) 行政機関は開示請求に係る行政文書を保有しない場合には不開示決定

を行うべきものであること

、 「 （ ）処分庁が ３号開示請求の請求内容である ２０１２年 平成２４年

１０月２０日（土）～２１日（日）に、新聞（朝刊）紙上で記事となっ

た生活保護法における生業扶助の技能修得費での検査結果を受けて、会

計検査院が内閣総理大臣または厚生労働大臣に対して行なった公表され

ていない行政内部の勧告文書 」を行政文書として保有しているか否か。

について検討するに、前記１(3)の記載のとおり、３号請求文書は存在

しなかったものである。

そして、開示請求に係る行政文書を当該行政機関が保有していない場

合は、情報公開法第９条第２項の規定に基づき不開示決定を行うことに

なるところ、３号開示請求に関しては、請求文書を保有していないこと

、 。から ３号不開示決定が行われたことは当然であったというべきである

(2) 行政機関が開示請求書を受け付けた後の開示請求者からの補正の求め

は本来的に想定されるものではないこと

一般に、申請が行政庁の事務所への到達により成立すれば、行政庁に

（ （ ）は遅滞なく審査をする義務が生じ 行政手続法 平成５年法律第８８号

第７条 、申請書の記載事項、添付書類、申請期間その他の形式要件の）

審査を行った後、これに不備が発見されなければ、直ちに申請に対する

諾否を判断するための実質審査に進まなければならないこととなる。こ

のように、行政手続法上、申請に対する処分については、迅速で公正な

処理を確保することが要請されている。

３号開示請求に関し、審査請求人は、２４年１０月３０日付けの本件

申立文書により、３号開示請求の開示請求書の補正を求めているが、処

、 。分庁は 同月２９日付けで３号開示請求の受付処理を既に済ませていた
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情報公開法に基づく開示請求も上記の行政手続法における申請に該当す

るところ、このような補正の求めは、既に開示決定等に係る審査に着手

しているにもかかわらず、そのやり直しを求めるものであり、このよう

な取扱いを是認すれば、行政機関において審査を了しようとする時点で

あっても、補正の求めが提出されれば行政機関は再び当初から審査を行

わなければならないこととなり、円滑な行政運営を大きく阻害するおそ

れがあるものといわざるを得ない。このような点を踏まえると、行政機

関が開示請求書を受け付けた後の開示請求者からの補正の求めは、情報

公開法上にその根拠が置かれているわけでもなく、本来的に想定されて

いるものではないというべきである。

(3) ４号請求文書の特定は適正なものであること

会計検査院は、検査の結果、法令、制度又は行政に関し改善を必要と

する事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示

し又は改善の処置を要求することができることとされ（会計検査院法第

３６条 、これらの内容は検査報告に掲記されて公表されている（同法）

第２９条第８号 。そして、４号開示請求の請求内容のうち「２０１２）

年（平成２４年）１０月２０日（土）～２１日（日）に、新聞（朝刊）

紙上で記事となった生活保護法における生業扶助の技能修得費での検査

結果」とは、特定年月日の新聞に掲載されている会計検査院の検査結果

を指すものと思料され、この検査結果は、会計検査院法第３６条の規定

に基づく処置要求（ 生活保護における就労支援（生業扶助の支給）に「

ついて ）として、２４年１０月１９日付けで厚生労働大臣宛てに公文」

書にて発遣されているものである。

また、開示請求書の「行政文書の名称」については、求める行政文書

、 、の正式の名称でなくとも 通称として用いられているものも含むとされ

行政機関の職員が、当該請求から開示請求者が求める行政文書を他の行

政文書と識別できる程度の記載があれば足りるものと解されている。

これらの点を踏まえれば、処分庁が、４号開示請求に対して４号対象

文書を特定したことは、妥当なものと思料される。

(4) 処分庁は開示請求書の記載の趣旨に適切に従って処分を行ったこと

３号不開示決定に関し、３号開示請求の開示請求書には「請求者（申

請者）の請求する行政文書が存在していなければ、その不存在を文書と

して通知を行なって下さい。行政手続ルール上、必ず受付を行ない、判

断を下して下さい 」との記載があることから、処分庁は、この趣旨に。

従い適切に不開示決定を行っていること、また、４号全部開示決定に関
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し、処分庁は、４号開示請求の請求内容に従い適切に全部開示決定を行

っていることは、前記(1)及び(3)の説明から明らかである。

そして、行政機関が開示請求の対象となる行政文書を保有していない

場合は、開示請求書を受領する前に開示請求者に対してその旨を教示す

るなど適切な情報提供を行うことが望ましいものと解されている。しか

し、情報公開制度に書面主義が採用されていることを踏まえれば、不存

在である旨を処分として通知されることを求めていることが開示請求書

上明らかにされているような場合においてまで、このような情報提供が

必須となるものではないと解すべきである。

また、審査請求人は、３号開示請求において、行政文書が存在してい

、 、 、なければ 不存在として 行政手続ルールに則って判断することを求め

処分庁は、この意向に沿って、３号不開示決定を行っている。さらに、

処分庁は、４号開示請求に対して４号対象文書を特定する予定であるこ

、 、 、とを審査請求人に事前に伝え 審査請求人は 処分庁からの依頼に従い

新たに開示請求手数料として３００円分の収入印紙を処分庁宛てに送付

した。これを受け、処分庁は、４号全部開示決定として４号対象文書を

特定し、その全部を開示している。これらを踏まえれば、審査請求人が

３号不開示決定及び４号全部開示決定について不服を示すことは、理解

し難いものと言わざるを得ない。

(5) 諮問庁の所見

以上のとおり、３号不開示決定及び４号全部開示決定は適法かつ妥当

なものである。

３ 審査請求人の主張について

(1) 審査請求人に対する情報提供

審査請求人は、当初、新聞で取り上げられた厚生労働省の生活保護法

における生業扶助の技能修得費に関する文書を求め、会計検査院に電話

を架けて尋ねたが、全て拒否されたと主張している。

しかし、審査請求人が新聞記事に関する何らかの文書を求めて会計検

査院に電話で問合せを行ったことは事実であるが、同院担当者は、検査

に関連する情報については「情報公開請求に対する審査基準 （平成１」

８年３月２９日会計検査院長決定）によれば不開示とすることとされて

、 。 、いることを説明し 審査請求人はその説明に納得したものである なお

開示請求を受けていない段階で、会計検査院が拒否することなど本来的

にあり得ないことはいうまでもない。

(2) ４号請求文書の特定
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審査請求人は、行政文書の定義として、不特定多数の者に販売するこ

とを目的として発行されるものは除外されているにもかかわらず、４号

開示請求に対する対象文書として特定された文書（４号対象文書）は、

市販されているものであり、このような処分は不当であると主張してい

る。

しかし、４号対象文書は、厚生労働大臣宛てに発遣された公文書の写

しで、行政文書として管理されているものであり、それが検査報告及び

関連書籍（ 会計検査のあらまし ）と同様の内容であるにしても、処「 」

分庁が市販されているものを開示したということにはなり得ない。

(3) 審査請求人のその他の主張

その他、審査請求人は、３号開示請求が間違いであるなら、処分を保

留すべきであり、このような不開示決定通知書（３号不開示決定）を送

ってくること自体、処分の無駄であるなどと主張しているが、これらに

ついての諮問庁の所見は、前記２で説明したとおりである。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、平成２４年（情）

（ ） 、 。諮問第３号及び平成２４年 情 諮問第４号を併合し 調査審議を行った

① 平成２４年１２月２０日 諮問書の収受

② 平成２５年 ３月 １日 諮問第３号及び第４号の併合

③ 同年 ５月 ９日 諮問庁から意見書を収受

④ 同年 ６月１７日 審査請求人から資料を収受

⑤ 同年 ６月１９日 審査請求人から意見書を収受

⑥ 同年 ６月２１日 審査請求人から追加意見書及び追加資料を

収受

⑦ 同年 ６月２５日 委員交代に伴う所要の手続の実施、諮問庁

（会計検査院第２局厚生労働検査第１課長

ほか）からの口頭説明の聴取、４号対象文

書の見分及び審議

⑧ 同年 ７月２３日 審議

⑨ 同年 ８月１２日 審査請求人から追加意見書及び追加資料を

収受

⑩ 同年 ８月３０日 審議

⑪ 同年１２月 ２日 審議

⑫ 平成２６年 ４月２１日 審議

⑬ 同年 ６月２４日 審議
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第５ 審査会の判断の理由

１ 平成２４年（情）諮問第３号関係

(1) ３号請求文書について

３号請求文書は、３号開示請求の開示請求書の記載によれば 「２０、

１２年（平成２４年）１０月２０日（土）～２１日（日）に、新聞（朝

刊）紙上で記事となった生活保護法における生業扶助の技能修得費での

検査結果を受けて、会計検査院が内閣総理大臣または厚生労働大臣に対

して行なった公表されていない行政内部の勧告文書 」であり、当該開。

示請求に対し、処分庁は、３号請求文書を作成しておらず、保有してい

ないことを理由に不開示決定を行っている。

これに対し、審査請求人は 「３号請求文書として、何らかの文書が、

存在する可能性がある」などとして、３号不開示決定の取消しを求めて

いるため、以下、３号不開示決定の当否を検討することとする。

(2) ３号請求文書の不存在について

諮問庁は、会計検査院には、行政内部において勧告する権限がないこ

とから、行政内部の勧告文書を作成又は保有することはなく、仮に審査

請求人が会計検査院法第３６条の規定による処置要求を勧告と認識した

ものと解した場合でも、本件処置要求「生活保護における就労支援（生

業扶助の支給）について （厚生労働大臣宛ての公文書）は、３号開示」

請求の時点で既に公表されていたことから、３号請求文書は存在しない

と説明している。

当審査会において会計検査院の業務内容及び権限並びに同院のホーム

ページに掲載されている公表資料を確認するなどして調査した結果、こ

のような諮問庁の説明に特段不自然な点は認められず、同院において３

号請求文書を保有していないとする諮問庁の説明は納得することができ

る。

なお、今後、本件のように、会計検査院において請求文書を保有して

いない場合であっても、同院が保有する文書について明らかな誤解があ

る場合は、たとえ開示請求書に請求文書が不存在であるときは不存在の

通知を求める旨の記載があるとしても、処分庁は、開示請求に係る手続

において、原則として、開示請求者に対し、誤解があることをあらかじ

め説明するなど、より適切な対応が望まれる。

(3) 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、その他種々の主張をするが、いずれも当審査会の結論

を左右するものとは認められない。
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(4) ３号不開示決定の妥当性について

以上のことから、会計検査院において３号請求文書が存在すると認め

る理由はないので、不存在を理由とした３号不開示決定は妥当であると

判断した。

２ 平成２４年（情）諮問第４号関係

(1) ４号対象文書について

、 、４号請求文書は ４号開示請求の補正後の開示請求書の記載によれば

「２０１２年（平成２４年）１０月２０日（土）～２１日（日）に、新

聞（朝刊）紙上で記事となった生活保護法における生業扶助の技能修得

費での検査結果を受けて、会計検査院が会計検査院法第３６条に基づい

て作成された行政文書 」であり、当該開示請求に対し、処分庁は、会。

計検査院法第３６条の規定に基づく処置要求「生活保護における就労支

援（生業扶助の支給）について （２４年１０月１９日付け厚生労働大」

臣宛ての公文書）の全文の写し（４号対象文書）を特定し、その全部を

開示する決定を行っている。

これに対し、審査請求人は、４号対象文書は市販物であって行政文書

ではないにもかかわらず情報公開法に基づいた処分を行っており不当で

あり、また、４号対象文書以外に４号請求文書が存在するはずであるな

どとして、４号全部開示決定の取消しを求めているため、以下、４号全

部開示決定の当否を検討することとする。

(2) ４号対象文書の特定の妥当性について

ア 諮問庁は、４号対象文書を特定したことについて、次のとおり説明

している。

、 、 、(ｱ) 会計検査院は 会計検査院法第３６条の規定により 検査の結果

法令等に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官

。 、庁等に対して処置要求等をすることができるとされている そして

４号開示請求の請求内容のうち「２０１２年（平成２４年）１０月

２０日（土）～２１日（日）に、新聞（朝刊）紙上で記事となった

生活保護法における生業扶助の技能修得費での検査結果」とは、特

定年月日の新聞に掲載されている検査結果を指すものと思料され、

この検査結果は、会計検査院法第３６条の規定に基づく処置要求

（ 生活保護における就労支援（生業扶助の支給）について ）と「 」

して、２４年１０月１９日付けで厚生労働大臣宛てに公文書にて発

遣されているものである。

また、開示請求書の「行政文書の名称」については、正式な名称
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である必要はなく、行政機関の職員において開示請求者が求める行

政文書を他の行政文書と識別できる程度の記載があれば足りると解

されている。

、 、(ｲ) ４号対象文書は 厚生労働大臣宛てに発遣された公文書の写しで

行政文書として管理されているものであり、それが検査報告及び関

連書籍（ 会計検査のあらまし ）と同様の内容であるにしても、「 」

処分庁が市販されているものを開示したということにはなり得な

い。

これらの点を踏まえれば、処分庁が、４号開示請求に対して４号対

象文書を特定したことは妥当なものである。

イ 当審査会において４号対象文書を見分するなどして調査した結果、

次の理由から、会計検査院において、４号対象文書の外に開示請求の

対象として特定すべき文書を保有しているとは認められない。

(ｱ) 情報公開法における「行政文書」とは、情報公開法第２条第２項

において、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図

画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いる

ものとして、当該行政機関が保有しているものをいうと規定されて

おり、また、同項ただし書第１号には、官報、白書、新聞、雑誌、

書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行される

ものは行政文書から除くこととされている。

そして、４号対象文書は、市販されている「平成２３年度決算検

」 「 」査報告 及び 会計検査のあらまし－平成２４年会計検査院年報－

、 、 、の記載内容と同様の内容ではあるものの それ自体ではなく また

会計検査院第２局厚生労働検査第１課において行政文書ファイル

「平成２３検査報告年度意見表示・処置要求」につづられている行

政文書であると認められる。

(ｲ) 審査請求人は、会計検査院が４号対象文書の原本である厚生労働

大臣宛ての公文書のみを発遣することはなく、通知文書等に添付す

る方法によるはずであり、４号対象文書の外に特定すべき文書が存

在すると主張している。

しかし、諮問庁によると、会計検査院法第３６条の規定に基づく

処置要求が記載された公文書は、それ自体を主務官庁等宛てに発遣

するものであり、４号対象文書の原本である厚生労働大臣宛ての公

文書についても、同様に、当該公文書のみを厚生労働大臣宛てに発

遣したものとのことである。
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このような諮問庁の説明に特段不自然な点は認められず、また、

この他４号対象文書以外に４号請求文書に該当する文書の存在をう

かがわせる事情は認められない。

ウ なお、審査請求人が３号不開示決定は処分の無駄であると主張して

いることなどを鑑みると、審査請求人にとっては、なぜ、３号開示請

求と４号開示請求を１件の開示請求として取り扱うことができずに別

々の開示決定等が行われたのかについて理解を十分に得られていない

と考えられる。今後、本件のような「補正の申立て」が行われた場合

は、処分庁において 「補正の申立て」と当初の開示請求とはその趣、

旨・内容が異なるものであるため、補正はできず、１件の開示請求と

して取り扱うことはできないことを丁寧に説明するなど、より適切な

配慮が望まれる。

(3) 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、４号対象文書には会計検査院長の公印や割り印がない

一方で、厚生労働省に対する開示請求の結果、厚生労働省が保有する公

文書には同院長の公印や割り印が存在することが判明したことから、４

号対象文書が行政文書として管理されているという諮問庁の説明は虚偽

であると主張している。

しかし、諮問庁によると、４号対象文書は、最終的な検査官会議の議

決を経て処置要求の記述内容が確定した後、会計検査院長の公印や割り

印を押印する前に、その写しとして作成されたものであり、当該写しを

行政文書として保有しているとのことである。

当審査会において４号対象文書を見分した結果、このような諮問庁の

説明に特段不自然な点は認められず、また、諮問庁の説明を覆すに足り

る事情も認められないため、審査請求人の主張を採用することはできな

い。

また、審査請求人は、その他種々の主張をするが、いずれも当審査会

の結論を左右するものとは認められない。

(4) ４号全部開示決定の妥当性について

以上のことから、会計検査院において４号対象文書の外に開示請求の

対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので、４号

対象文書を特定した４号全部開示決定は妥当であると判断した。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 山 舖 弥一郎
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